
正

誤

（
原
稿
誤
り
）

三
一
四
ペ
ー
ジ
一
二
行
目
の
「
国
外
居
住
扶
養
親
族
」

を
「
国
外
居
住
扶
養
親
族
等
」
に
、「
第
十
項
ま
で
」を「
こ

の
項
及
び
次
項
」
に
改
め
、」は「
国
外
居
住
扶
養
親
族（
以

下
第
十
項
ま
で
」
を
「
国
外
居
住
扶
養
親
族
等
（
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
」
に
、「「
国
外
居
住
扶
養
親
族
」
を「「
国

外
居
住
扶
養
親
族
等
」
に
、「
国
外
居
住
扶
養
親
族
が
」
を

「
国
外
居
住
扶
養
親
族
等
が
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及

び
」
の
誤
り
。

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

三
一
八

二税
額
を

場
合
の
区
分
に
応

じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に

定
め
る
税
額
を

〃

一
六
同
条
第
八
項

同
項
第
二
号
及
び

同
条
第
八
項

〃

一
八
及
び

並
び
に

終
り
か
ら

〃

六
確
定
所
得
申
告
書
確
定
申
告
書

（
原
稿
誤
り
）

三
二
七

二
〇


当
該
法
令

当
該
所
在
地
国
の

租
税
に
関
す
る
法

令

終
り
か
ら

〃

〃

〃

〃
一
一

三
三
一

〃

七
」
に

」
に
、「
こ
の
項
」

を
「
こ
の
条
」
に

三
三
二

〃
一
三
繰
延
税
金
資
産

第
三
十
八
条
の
二

十
八
第
三
項
第
一

号
イ
に
規
定
す
る

繰
延
税
金
資
産

三
三
三

一
二「（
調
整
後
対
象
租

税
額
の
計
算
）」を

削
り

「
第
百
五
十
五
条

の
三
十
五
第
一
項

第
二
号
」
の
下
に

「（
調
整
後
対
象
租

税
額
の
計
算
）」を

加
え

（
印
刷
誤
り
）終り

か
ら

三
四
二

二
二
は
、「

は
「

（
印
刷
誤
り
）終り

か
ら

三
五
一

一
一
当
該
輸
出
に
係
る

運
送
契
約
が
当
該

資
産

当
該
資
産

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

三
六
五

四
）に

）に
当
該
不
適
用

事
業
年
度
に
お
け

る

（
印
刷
誤
り
）終り

か
ら

三
八
一

一
〇
〜九
令
和
二
年
改
正
省

令

令
和
二
年
改
正
規

則

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

四
六
六

七
同
項
第
二
号

本
文
第
二
項
第
二

号

令和年月日 金曜日 第号官 報

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
財

務
省
令
第
二
十
二
号
（
消
費
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
財

務
省
令
第
二
十
六
号
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

三
六
九
ペ
ー
ジ
五
行
目
と
六
行
目
の
間
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

第
二
十
三
条
の
八
の
八
第
十
四
項
第
三
号
中
「
日
ま

で
引
き
続
き
三
年
以
上
に
わ
た
り
」
を
「
直
前
に
お
い

て
」
に
改
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
財

務
省
令
第
三
十
四
号
（
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行

政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政

運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社

会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施

行
に
伴
う
財
務
省
関
係
省
令
の
整
理
に
関
す
る
省
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
財
務
省

告
示
第
八
十
四
号
（
所
得
税
法
第
百
八
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
所
得
税
法
別
表
第
二

の
甲
欄
に
掲
げ
る
税
額
が
算
定
さ
れ
た
方
法
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
財
務
大
臣
が
定
め
る
方
法
を
定
め
る
件
の
一
部

を
改
正
す
る
件
）

令
和
七
年
四
月
一
日
（
号
外
第
七
十
三
号
）
財
務
省
告

示
第
九
十
五
号
（
寄
附
金
控
除
の
対
象
と
な
る
寄
附
金
又

は
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の

額
に
算
入
す
る
寄
附
金
を
指
定
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す

る
件
）

（
印
刷
誤
り
）

目
次
及
び
本
文
に
お
い
て
、
法
規
的
告
示
欄
か
ら
そ
の

他
告
示
欄
に
移
動
す
る
。

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
四
千
二
十
九
万
三
千
八
百

十
四
口
を
消
却
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社

の
優
先
出
資
証
券
を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ

る
令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ

い
。令

和
七
年
五
月
二
十
三
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ｍ
Ｆ
Ｔ
Ｊ
Ｐ
Ｎ
９
特
定
目
的
会
社

取
締
役

北
﨑

桂
子

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
七
千
七
百
三
十
六
万

七
千
八
百
六
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001357/j83x

/

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ｍ
Ｆ
４
Ｊ
Ｐ
Ｎ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

粟
国

正
樹

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
七
千
七
百
三
十
六
万
七
千

八
百
六
十
口
を
消
却
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、

当
社
の
優
先
出
資
証
券
を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日

で
あ
る
令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出

下
さ
い
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ｍ
Ｆ
４
Ｊ
Ｐ
Ｎ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

粟
国

正
樹

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
八
千
六
百
二
十
九
万

五
百
十
三
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001351/4cf9/

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ｍ
Ｆ
４
Ｊ
Ｐ
Ｎ
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

北
﨑

桂
子

優
先
出
資
の
消
却
に
つ
き
優
先
出
資
証
券
提
出
公
告

当
社
は
、
発
行
済
優
先
出
資
八
千
六
百
二
十
九
万
五
百

十
三
口
を
消
却
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社

の
優
先
出
資
証
券
を
所
有
す
る
方
は
、
効
力
発
生
日
で
あ

る
令
和
七
年
六
月
二
十
四
日
ま
で
に
当
社
に
ご
提
出
下
さ

い
。令

和
七
年
五
月
二
十
三
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

Ｍ
Ｆ
４
Ｊ
Ｐ
Ｎ
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

北
﨑

桂
子

債
権
申
出
の
公
告
（
第
三
回
）

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認

に
よ
り
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
を
終
了
し
た
の
で
、

当
社
規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
に
係
る
債
権
を
有
す
る

者
は
、
本
公
告
第
一
回
掲
載（
令
和
七
年
五
月
二
十
一
日
）

の
翌
日
か
ら
二
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。
右
期
間

内
に
お
申
し
出
が
な
い
と
き
は
清
算
か
ら
除
斥
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

東
京
都
足
立
区
千
住
東
一
丁
目
三
一
番
一
〇
号

Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
関
東
デ
リ
バ
リ
ー
株
式
会
社

規
約
型
確
定
給
付
企
業
年
金
清
算
人

深
野

智
之

訂
正
公
告

令
和
七
年
五
月
十
二
日
（
号
外
第
一
〇
四
号
）
掲
載
の

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
第
二
十
条
第
一
項
に
基
づ
く
前

払
式
支
払
手
段
の
払
戻
し
の
公
告
中
、
住
所
に
「東

京
都

新
宿
区
西
新
宿
３
丁
目
20番
20号

東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ

タ
ワ
ー
52階

」
と
あ
る
は
「東

京
都
新
宿
区
西
新
宿
３


20
２
東
京
オ
ペ
ラ
シ
テ
ィ
タ
ワ
ー
52Ｆ

」
の
誤
り
に

つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
七
年
五
月
二
十
三
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三

二
〇

二

東
京
オ

ペ
ラ
シ
テ
ィ
タ
ワ
ー
五
二
Ｆ

株
式
会
社
ビ
デ
オ
マ
ー
ケ
ッ
ト

代
表
取
締
役

小
野
寺
圭
一

（
印
刷
誤
り
）

三
五
七
ペ
ー
ジ
終
り
か
ら
一
六
行
目
か
ら
三
七
二
ペ
ー

ジ
終
り
か
ら
一
八
行
目
ま
で
の
行
頭
を
そ
れ
ぞ
れ
一
字
下

げ
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
財

務
省
令
第
十
九
号
（
法
人
税
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
）

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
（
号
外
特
第
八
号
）
公
布
財

務
省
令
第
十
八
号
（
所
得
税
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
）

令
和
七
年
五
月
二
十
一
日
掲
載
の
大
臣
は
、
次
の
と
お

り
と
な
っ
た
。

農
林
水
産
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

浅
尾
慶
一
郎

令
和
七
年
五
月
二
十
二
日
掲
載
の
大
臣
は
、
次
の
と
お

り
と
な
っ
た
。

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎


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